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「一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験 

の実施方法について」の一部改正について 

 

平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、国土交通省自動車局旅客課長より、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可

等の申請に係る法令試験の実施方法について」の一部改正について、別紙のとおり

通達がありました。 

つきましては、その旨了知されるとともに、貴協会傘下会員に対し周知方よろし

くお願いいたします。 

 本件は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施当日

における、受験者の本人確認に用いる書類の例示として、「個人番号カード（マイナ

ンバーカード）」が追加される改正となります。 
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